
私立学校被災児童生徒等就学支援事業費補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

改  正  前 改  正  後 

私立学校被災児童生徒等就学支援事業費補助金交付要綱 

 

［略］ 

 

（補助額） 

第４ 次の補助金等が支給される場合は、当該支給額を控除し、補助上限の範囲内で残りの額を補助す

る。 

 (1)  市町村が行う幼稚園就園奨励事業による補助金 

 (2) 高等学校等就学支援金 

 (3) 私立高等学校等授業料等減免事業補助金 

 (4)  生活保護法（昭和25年法律第144号）による生業扶助のうち高等学校等就学費 

 (5)  学び直しへの支援事業費補助金 

(6)  子育てのための施設等利用給付 

(7) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助 

 

 [略] 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立学校被災児童生徒等就学支援事業費補助金交付要綱 

 

 ［略］ 

 

（補助額） 

第４ 次の補助金等が支給される場合は、当該支給額を控除し、補助上限の範囲内で残りの額を補助す

る。 

 (1) 高等学校等就学支援金 

 (2) 私立高等学校等授業料等減免事業補助金 

 (3)  生活保護法（昭和25年法律第144号）による生業扶助のうち高等学校等就学費 

 (4)  学び直しへの支援事業費補助金 

 (5)  子育てのための施設等利用給付 

 (6) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助 

(7) 高等教育の修学支援新制度による私立専修学校専門課程授業料等減免補助 
 [略] 

 

 附 則 

 この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

改正部分は、下線の部分である。 

  


